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地域における受入環境整備促進事業補助金交付要領 

平成２８年４月１１日 国 総 支 第 ３ 号 

国鉄都第６号－２ 

国 鉄 事 第 １ ０ 号 

国 自 旅 第 ６ 号 

国 海 内 第 ３ 号 

観 観 産 第 ２ 号 

観 参 第 ７ 号  

平成２８年６月１０日 国 総 支 第 ２ ４ 号 

国 総 物 第 １ ７ 号 

国 鉄 総 第 ４ ９ 号 

国 鉄 都 第 ３ ７ 号 

国 鉄 事 第 ７ １ 号 

国 自 旅 第 ４ ８ 号 

国 海 内 第 ２ ８ 号 

国 港 産 第 ２ ７ 号 

国空ネ企第３３号 

国空事第１０８８号 

観 参 第 ５ ０ 号 

平成２８年１１月２８日 国 総 支 第 ４ ４ 号 

国 総 物 第 ６ ５ 号 

国鉄総第１８５号 

国 鉄 都 第 ７ ４ 号 

国鉄事第１９９号 

国自旅第２０９号 

国海内第１０８号 

国港総第３０３号 

国空ネ企第１２３号 

国空事第４４６４号 

観 参 第 １ ８ ７ 号 

平成２９年３月１５日 国 総 支 第 ６ ２ 号 

国総物第１０２号 

国鉄総第２９７号 

国鉄都第１３３号 

国鉄事第３２０号 

国自旅第３７７号 

国海内第１７２号 

国港総第４９２号 

国空ネ企第１７０号 

国空事第７２５３号 

国 空 環 第 ７ ９ 号 

観 参 第 ２ ６ ７ 号 

平成３０年３月２８日 国 総 支 第 ６ ４ 号 

国総物第１４５号 

国鉄総第３２７号 

  国鉄都第１７９号 
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国鉄事第２５８号 

国自旅第２９６号 

国海内第１８９号 

国港総第５９９号 

国空事第１０７４号 

国空業第１６７号 

観観産第８３１号 

観 参 第 ２ ９ ６ 号 

平成３０年１０月 4日 国鉄総第２０２号 

国自旅第１６０号 

国 海 内 第 ６ ７ 号 

国港総第３４５号 

国空事第８２８号 

国官参空第２４号 

観 参 第 ２ ７ １ 号 

平成３１年 2月１９日 国 総 支 第 ４ ４ 号 

国鉄総第３４５号 

国自旅第２３１号 

国海内第２０８号 

国空事第１４８３号 

国官参空第６４号 

観観産第６４２号 

観 参 第 ６ ０ ４ 号 

平成３１年４月２６日 国 総 支 第 １ ６ 号 

国 総 物 第 １ ５ 号 

国 鉄 総 第 ４ ７ 号 

国 鉄 都 第 ４ ２ 号 

国 鉄 事 第 ４ ５ 号 

国 自 旅 第 ３ ３ 号 

国 海 内 第 ２ ４ 号 

国 港 総 第 ６ ３ 号 

国空事第１４１号 

国官参空第１３号 

観 観 産 第 ２ ３ 号 

観 参 第 １ ０ ７ 号 

令和元年６月２５日 観 参 第 ２ ８ ７ 号 

令和２年２月１３日 観観産第７４７号 

観参第１０１３号 

令和２年３月３０日 国 総 地 第 ７ ２ 号 

国総物第６９５号 

国鉄総第４７５号 

国鉄都第２３１号 

国鉄事第４３６号 

国自旅第３１８号 

国海内第１２３号 

国港総第６９２号 

国官参空第１０３号 
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観観産第９２９号 

観参第１２１１号 

令和２年４月７日 国 総 地 第 ４ 号 

国 鉄 総 第 ３ 号 

国 鉄 都 第 １ ７ 号 

国 鉄 事 第 ５ 号 

国 自 旅 第 ２ 号 

国 海 内 第 ３ 号 

国 海 外 第 ２ 号 

国 港 総 第 ６ 号 

国 官 参 空 第 ２ 号 

観 観 産 第 ３ 号 

観 参 第 ５ 号 

令和２年７月３日 国 総 地 第 ３ ９ 号 

国 総 モ 第 ２ ０ 号 

国 鉄 都 第 ５ ５ 号 

国鉄事第１０５号 

国 自 旅 第 ８ ５ 号 

国 海 内 第 ３ １ 号 

国 海 外 第 ７ ２ 号 

国官参空第４７号 

観観産第２３２号 

観 参 第 ３ ５ ５ 号 

令和２年１１月５日 国 総 地 第 ７ ９ 号 

国 総 モ 第 ７ ６ 号 

国鉄総第２７３号 

国鉄都第１２２号 

国鉄事第３１４号 

国自旅第２６６号 

国海内第１７５号 

国海外第１８１号 

国港総第４０４号 

国空総第６６９号 

観観産第１３２５号 

観 参 第 ７ ８ ２ 号 

令和３年３月 2 日 国総地第１０１号 

国鉄総第３９９号 

国鉄都第１８８号 

国鉄事第６７１号 

国自旅第４２８号 

国海内第２１１号 

国海外第２８５号 

国港総第６２４号 

国空総第１０５５号 

観観産第１８６６号 

観参第１１２８号 

令和３年３月３０日 国総地第１１７号 
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国鉄総第４７３号 

国鉄都第２７４号 

国鉄事第８３６号 

国自旅第４９３号 

国海内第２３０号 

国海外第３１６号 

国港総第７７０号 

国空総第１１７１号 

観観産第２０４６号 

観参第１２７１号 

令和４年２月８日 国 総 地 第 ５ ９ 号 

国 総 モ 第 ７ ７ 号 

国 総 物 第 ８ ３ 号 

国鉄総第３５９号 

国鉄都第１４２号 

国鉄事第６１３号 

国鉄施第３１７号 

国自旅第４５０号 

国海内第２５４号 

国海外第３６８号 

国港総第５８８号 

国空総第１０６５号 

観観産第３２０号 

観 参 第 ６ ２ ４ 号 

令和４年３月２２日 国 総 地 第 ８ １ 号 

国鉄総第４３３号 

国鉄都第２０１号 

国鉄事第６９４号 

国自旅第５２１号 

国海内第３０３号 

国海外第４１１号 

国港総第６７９号 

国空総第１２５９号 

観観産第４４４号 

観 参 第 ７ ５ ３ 号 

令和５年２月８日 国 総 地 第 ８ ４ 号 

国総モ第１００号 

国鉄総第３９５号 

国鉄都第１３６号 

国鉄事第６３０号 

国鉄施第２５３号 

国自旅第４２１号 

国海内第１２０号 

国海外第３６５号 

国港総第６０３号 

国空総第１０６９号 

観観産第４８２号 
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観 参 第 ６ ３ ２ 号 

令和５年３月２８日 国 総 地 第 １ ０ ２ 号 

国 鉄 総 第 ４ ７ ７ 号 

国 鉄 都 第 ２ １ ０ 号 

国 鉄 事 第 ８ １ １ 号 

国 自 旅 第 ５ ２ １ 号 

国 海 内 第 ２ ３ ８ 号 

国 海 外 第 ４ ３ ８ 号 

国 港 総 第 ７ ２ ４ 号 

国空総第１２８７号 

観 観 産 第 ５ ５ ８ 号 

観 参 第 ７ ３ ３ 号 

令和６年１月１１日 国 総 地 第 １ ０ ７ 号 

国 鉄 事 第 ５ ５ ５ 号 

国 自 旅 第 ２ ３ ０ 号 

観 参 第 １ ２ ０ １ 号 

令和６年１月１５日 国 空 総 第 ８ ９ ９ 号 

観観産第２２５５号 

観 参 第 １ ４ ３ ０ 号 

令和６年３月２９日 国 総 地 第 １ ５ ４ 号 

国 鉄 総 第 ４ １ １ 号 

国 鉄 都 第 ２ １ ５ 号 

国 鉄 事 第 ９ ７ 8 号 

国 自 旅 第 ４ ２ ０ 号 

国 海 内 第 ２ ０ ６ 号 

国 海 外 第 ７ ０ ５ 号 

国 港 総 第 ８ ０ ７ 号 

国空総第１１９０号 

観観産第２８５６号 

観 参 第 １ ７ ３ ９ 号 

 

※本資料は、持続可能な観光計画の策定支援事業の抜粋版となります。 

 

 

この交付要領は、地域における受入環境整備促進事業補助金交付要綱（平成２８年４月１１日 国総支第３

号、国鉄都第６号－２、国鉄事第１０号、国自旅第６号、国海内第３号、観観産第２号、観参第７号。以下

「交付要綱」という。）のほか、地域における受入環境整備促進事業補助金の交付等地域における受入環境

整備促進事業の実施に当たって必要な事項を定める。 

 

Ⅵ．持続可能な観光計画の策定支援事業 
１．事業実施について 

地域における受入環境整備促進事業補助金のうち、持続可能な観光計画の策定支援事業関係につい
て、補助対象事業者は、交付申請書に当該補助対象事業者が事前に策定した事業計画等を添付して、地
方運輸局等に提出する。 
 

２．軽微な変更に係る取扱い 
交付要綱第１２４条第１項第１号ただし書きに規定する大臣が定める軽微な変更の範囲は次のとおり

とする。 
・様式第１０－１別紙に記載の「補助対象事業の目的・内容」又は「費用総額」の内容の変更 
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 ３．補助事業等 
①基本的な考え方 

日本版持続可能な観光ガイドライン（以下、「JSTS-D」という。)の実践を通じた持続可能な観光の取
組を推進するため、地域における JSTS-Dに取り組むことを明記した持続可能な観光計画の策定を支援
するものである。 
 
②補助対象事業者 
地方公共団体、DMO 

 
③補助対象要件 
 策定する観光計画には、JSTS-Dの「A1 デスティネーション・マネジメント（観光地経営）戦略と実
行計画」に記載されている以下の項目を盛り込むこと。 
・ 観光計画等に「日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）」に取り組むことを明記していること 
・ 観光計画等は、複数年の計画であること 
・ 観光計画等は、定期的な見直し（少なくとも５年ごと）及び一般公表をしていること 
・ 観光計画等は、地域住民や観光関連事業者・団体等の関係者の参加によって策定していること 
・ 観光計画等に関連する取組の結果を公表していること 
 
④補助対象経費 
補助対象経費については、以下のとおりとする。 
ⅰ）地域における JSTS-Dに取り組むことを明記した持続可能な観光計画の策定 
地域における JSTS-D に取り組むことを明記した持続可能な観光計画の策定に向けた現地調査、関係
者との調整、コンサルティングに要する経費 
 ⅱ）その他 
地域における JSTS-D に取り組むことを明記した持続可能な観光計画の策定に附随する経費 

 


